
  

 

 

 

ね ん き ん 特 別 便  
 

この度の年金記録問題については、連日報道されておりますので、皆様もよくご存知のことと思います。 

年金記録問題を解決するために社会保険庁は、ねんきん特別便をすべての年金受給者、現役加入者へ送

付しております。現在の予定では 10 月末日頃までに発送が完了するようです。今回のヒューマンリソースで

は、この「ねんきん特別便」についてご説明させて頂きます。 

 

 

Ⅰ 封筒の色 

「水色の封筒」でねんきん特別便が届いた人・・・記録が漏れている可能性が高い人 

「薄い緑色の封筒」でねんきん特別便が届いた人・・・記録が漏れている可能性が低い人 

 

※ 「水色の封筒」でねんきん特別便が届いた人は、記録に間違いがないと思っても、一度「ねんきん特

別便専用ダイヤル」に電話をするか、社会保険事務所に出向くことをお勧めします。 

漏れている可能性のある年金記録の情報を教えてくれます。 

※ 「薄い緑色の封筒」でねんきん特別便が届いたからといって、必ずしも記録が漏れていない 

とは限りませんので、必ずチェックしてください。 

 

Ⅱ ＜図１＞（※裏面参照）の⑤資格取得年月日 ⑥資格喪失年月日に誤りがないか、④のお勤めになって

いた事業所名などが抜けていないか 

   

※ 古い記録で事業所名が登録されていない場合は、＜図 1＞の④に事業所名でなく、「厚生年金保

険」など制度の名称が記載されます。加入していた期間が正しければ、お勤めの事業所名が違って

いてもそれほど気にする必要はありません。（親会社など、お勤めの事業所と違う事業所名で加入

していたケースもあります。） 

 

Ⅲ 国民年金を納付していた月数が正しいか 

 

※ 昭和 61 年 4 月以降に厚生年金又は共済年金等に加入しているサラリーマンによって生計を維 

持されている配偶者は届出さえしてあれば、国民年金保険料を払っている扱いになります。 

（第 3 号被保険者といいます。）昭和 61 年 3 月以前はこの制度がありませんでした。 

ご自身だけでなく、配偶者の記録と一緒にチェックしてみて下さい。  

 

中小企業労務管理協会 
労働保険 

事務組合 

 池脇会計事務所 
労務・行政コンサルティング事業部 

ねんきん特別便のチェックポイント 



  

＜図１＞ 

 

出典：社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
詳しくは労務コンサルティング部門担当者までお問い合わせ下さいませ。 

 
労働保険 

事務組合 
中 小 企 業 労 務 管 理 協 会 

 お問合せ先    011-551-2617 

 

⑧ 国民年金 

「加入月数の合計」に記入されて

いる月数は加入すべき月数が記

載されており、納付した期間では

ありません。 

 

納付した期間は「⑧欄の計」に記

載されている期間です。（第 3 号

被保険者期間も含まれます。） 

 

『左の例の場合』 

152ヶ月-94ヶ月＝58ヶ月 

が未納月数です。 

未納期間がいつなのかは記載が

ありませんので、いつ未納だった

のかを知りたい方は社会保険事

務所へお問い合わせ下さい。 

年金記録回答票は年金記録に漏れや間違いがあってもなくても、 

必ず記入し、提出する必要があります。 

Topics  ～ 平成 20 年 10月より全国健康保険協会（協会けんぽ）が設立されます ～ 

～ 健康保険証が変わります ～ 

現在は社会保険事務所が発行している健康保険証を使っていますが、今後は「協会けんぽ」

が発行する健康保険証を使うことになります。 

10 月以降に新たに採用した人の保険証は「協会けんぽ」発行のものになります。 

今お使いの健康保険証は順次新たな保険証へ切替えが行われますが、切替えが完了するまで

は現在の健康保険証を引き続き使用できます。 

 

空白期間      

左の例では S58.10.1 に国民年

金の資格を喪失して、S59.10.1

に勤務するまで 1 年間の空白期

間があります。空白期間中に加入

歴が抜けているケースがありま

すので、確認してください。 

池 脇 会 計 事 務 所 
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http://www.sia.go.jp

